
お手元の健康保険証の有効期限は、

令和7年12月1日で満了となります。
12月2日以降の受診時には、

マイナ保険証もしくは資格確認書
をご提示いただき受付をしてください。

健康保険証をお持ちの皆様へ

出典：マイナ保険証クイックガイド(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001594163.pdf


